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本冊子の記載内容について 

 

 本冊子は、平成 19 事務年度（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日）

における公認会計士・監査審査会の活動状況を記載していますが、読者の便

宜を図るために、記載内容の一部として、公認会計士・監査審査会が設置さ

れる前の情報も載せています。また、速やかに最新の情報を提供する趣旨か

ら、平成 20 年７月１日以降の情報も載せております。 

なお、本冊子においては、監査事務所をその規模等に応じて以下のとおり

表記しています。 

４ 大 監 査 法 人：あずさ監査法人、監査法人トーマツ、新日本監査法人

及びみすず監査法人（旧中央青山監査法人） 

３ 大 監 査 法 人：あずさ監査法人、監査法人トーマツ、新日本監査法人 

大規模監査法人：直近の会計年度で 100 以上の上場会社等について監査

証明を行った法人（公認会計士法施行規則第 24 条） 

中規模監査法人：３大監査法人に次ぐ規模を有する 20 法人（常勤公認会

計士数による順位） 

小規模監査法人：上記以外の監査法人 

個 人 事 務 所：公認会計士事務所 

中小規模監査事務所：中規模監査法人、小規模監査法人及び個人事務所 

小規模監査事務所：小規模監査法人及び個人事務所 
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概 要 

 

１．品質管理レビューに対する審査及び検査 

平成 18 年度及び平成 19 年度の日本公認会計士協会の品質管理レビューについ

て審査を行い、11監査法人に対し検査を実施し、その結果、５監査法人について

行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に対して勧告した。 

また、審査会の発足以降これまでに実施した検査における指摘事項の中から、

監査事務所の品質管理の向上を図っていく上で有益であると考えられるものを

「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」として取りまとめ、平成20年２月に

公表した。 

    

２．公認会計士試験の実施 
平成19年試験（論文式試験）及び平成20年試験（短答式試験）を実施した。 

また、公認会計士試験実施検討グループにおいて、公認会計士試験の実施面で

の改善に向けた検討を行い、その結果を踏まえ、審査会は「公認会計士試験実施

の改善について」を平成19年10月に公表した。 

平成20年試験においては、この検討結果に基づき、短答式試験において従来の

２週間の週末にわたる２日間を短縮し、週末１日の試験とし、論文式試験におい

て法令基準等を配布する科目を２科目から５科目に増やすなどといった改善

策を実施している。 

 

３．公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

下記の２件について調査審議を行い、金融庁長官の判断について意見を表明し

た。 

 第 101 回審査会（H19.11.20）ビーエー東京監査法人及び公認会計士２名 

 第 111 回審査会（H20.４.４）公認会計士１名  

 

４．諸外国の関係機関との協力 
各国の監査監督機関間の相互の情報交換等を目的として、平成19年３月に設立

された監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）について、第２回会合が平成 19 年

９月にトロントで、第３回会合が平成20年４月にオスロで開催され、審査会から

は金子会長及び脇田委員等が出席した。 

 

－ 2 －



第１章 公認会計士・監査審査会 

 

１．設置の経緯 

会計と監査の複雑化・多様化・国際化が進む中、監査の信頼性を疑わせる

事件が世界的に発生し、監査の公正性と信頼性の回復が強く求められていた。

我が国においても、公認会計士監査制度の充実・強化を目的として、平成 15

年５月に公認会計士法が改正され、平成 16 年４月に「公認会計士・監査審査

会」が設置された（P36 資料１－１参照）。 

 

２．組織 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、会長及び９名の

委員により組織される合議制の行政機関である（P38 資料１－２参照）。 

会長及び委員は公認会計士に関する事項について理解と識見を有する者の

うちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣により任命され、原則として

在任中その意に反して罷免されず、独立してその職権を行使することとされ

ている。会長及び委員の任期は３年とされており、平成 19 年４月には委員の

一部交替が行われた。 

審査会には、その事務を処理するため事務局が置かれ、公認会計士等に対

する懲戒処分等の調査審議及び公認会計士試験の実施を担当する総務試験室

と、日本公認会計士協会（以下「協会」という。）による監査業務の状況調

査（以下「品質管理レビュー」という。）の審査及び監査法人等に対する検

査を行う審査検査室からなっている。発足時の事務局の定員は40名であった

が、その後の検査官の増員等により平成 20 年度の事務局の定員は、総務試験

室 12 名及び審査検査室 39 名の 51 名となっている。 

 

≪公認会計士・監査審査会組織図（平成 20 年度定員ベース）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

・公認会計士試験の実施 

・品質管理レビューの審査及び監査法人等に対する検査 

総務試験室(12 名) 審査検査室(39 名) 

事務局長 

金融庁 

公認会計士・監査審査会 

（会長１名、委員９名） 
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３．業務の概要 
審査会が行う業務には、「協会による品質管理レビューに対する審査及び

検査」、「公認会計士試験の実施」及び「公認会計士等に対する懲戒処分等の

調査審議」があり、審査会は、これらの業務を通じ、我が国における監査の

信頼性を確保し、その質の向上を図ることにより、我が国資本市場の公正

性・透明性の確保に努めている。 

なお、審査会は、平成 16 年４月から平成 20 年６月までに計 116 回開催さ

れ、平成 19 事務年度には 25 回開催されている（P39 資料１－３参照）。 

 

（１）品質管理レビューに対する審査及び検査 

審査会は、公認会計士法に基づき、協会から品質管理レビューの報告

を受けてその内容の審査を行い、必要に応じ検査を実施することとされ

ている（P42、43 資料１－４、１－５参照）。 

 

（参考）品質管理レビュー 

品質管理レビューは、監査業務の質的水準の維持、向上を図り、監査に対す

る社会的信頼を維持、確保するため、協会が公認会計士又は監査法人が行う監

査の品質管理の状況をレビューし、必要に応じ改善を勧告し、改善状況の報告

を受けるものである。協会による自主規制として平成 11 年４月から実施されて

いたが、平成 15 年に成立した改正公認会計士法によって法定化された。 

具体的には、原則として３年に一度（協会が必要と認めた場合は２年に一度）、

公認会計士法をはじめとする法令、監査基準等及び協会の会則・規則並びに監査

事務所の内部規程等への準拠状況を事後的にレビューしている。 

 

① 審査 

審査会は、協会から品質管理レビューに関する報告を受け、主とし

て、協会について品質管理レビュー制度の運営が適切に行われている

か、監査事務所についてその監査業務が適切に行われているかを確認

する。 

審査の過程において、必要があると認める場合には、公認会計士法

に基づき、協会又は監査事務所に対して報告又は資料の提出を求める。 

 

② 検査 

審査会は、審査の結果、協会の事務の適正な運営を確保するため必

要があると認める場合、または、公益又は投資者保護のため必要かつ

適当と認める場合には、公認会計士法に基づき、協会、監査事務所、

監査事務所の業務に関係のある場所（被監査会社等）に対して検査を

行う。 
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検査を終了したときは、審査会において審議の上、検査対象先に対

して検査結果を通知する。 

  

③ 勧告 

審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、公

認会計士法に基づき、監査事務所の監査業務又は協会の事務の適正な

運営を確保するために行うべき行政処分その他の措置について、金融

庁長官に勧告する。 

 

   ④ 外国監査法人等 

     平成19年６月に成立し、平成20年４月１日に施行された改正公認会

計士法では、発行する証券が日本市場で広く流通している外国会社等に監

査証明業務を行う外国監査法人等に対し金融庁への届出を求めており、審

査会は、必要があると認める場合には、外国監査法人等に対し報告徴収及

び立入検査を実施することができる。 

 

（参考）法令上の根拠 

協会の品質管理レビュー並びに審査会の審査及び検査に関する法令上の

根拠は次のとおりである。 

⑴ 協会の監査業務の運営の状況調査の実施・報告 

① 監査業務の運営の状況調査の実施 公認会計士法第 46条の 9の 2第 1項

② 当該状況調査の結果の審査会への報告 公認会計士法第 46条の 9の 2第 2項

⑵ 報告徴収  

 ① 対協会 公認会計士法第 46 条の 12 第１項 

 ② 対監査事務所 

③ 対外国監査法人等 

公認会計士法第 49 条の 3第 1項 

公認会計士法第 49条の 3の 2第 1項

⑶ 検査  

 ① 対協会 公認会計士法第 46 条の 12 第 1 項 

 ② 対監査事務所 公認会計士法第 49 条の 3第 2項 

 ③ 対被監査会社等 公認会計士法第 49 条の 3第 2項 

④ 対外国監査法人等 公認会計士法第 49条の 3の 2第 2項

⑷ 金融庁長官に対する勧告 公認会計士法第 41 条の 2 

上記の公認会計士法の規定による権限は、同法第49条の４第２項及び第３

項等の規定により、金融庁長官から審査会へ委任されている。ただし、協会、

監査事務所等に対する権限は、協会の行う品質管理レビューの報告に関して

行われるもの及び業務の運営の状況に関するもの（監査事務所が品質管理レ

ビューを受けていない等の場合）に限られている。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公認会計士試験の実施 

審査会は、公認会計士法に基づき、公認会計士になろうとする者が、

必要な学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、

毎年、公認会計士試験を実施している。 

試験は全国 11 の都道府県で行われており、試験の立会等の公認会計士

試験の執行は、全国の財務局等が行っている。 

 

（注）公認会計士として業務を営むためには、公認会計士となる資格を有しなければ

ならず、公認会計士となる資格を得るためには、公認会計士試験に合格すること

が主たる要件となる。 

公認会計士となる資格を有する者が、協会に備える公認会計士名簿への登録を

受ければ公認会計士となり、監査業務のほか、公認会計士の名称を用いて、財務

書類の調製等を行うことを業とすることができる。 

 

（３）公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

審査会は、金融庁長官から公認会計士・監査法人等の懲戒処分等に関

して意見を求められた場合に、調査審議を行っている。具体的には、処

分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定（処分の重さ）の

妥当性について検討を行い、金融庁長官に対して意見を表明している。 

①品質管理レビューの報告 

④処分等の 

勧告 

品質管理レビュー 

公認会計士・監査審査会

③検査 

日本公認会計士協会 監査事務所 被監査会社

金 融 庁

監査 

②審査 

③検査 
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（注１）「懲戒処分等」は、公認会計士、監査法人等が監査業務において虚偽又は不

当な証明を行った場合や、公認会計士等が公認会計士法等に違反した場合や、

業務の運営が著しく不当と認められる場合等に課される。 

（注２）懲戒処分等に関する事件の調査（事件関係人等に対する審問又は意見若しく

は報告を徴すること、帳簿書類その他の物件の提出を命じること等）は、金融庁

長官が行うこととされている。なお、審査会の勧告に基づいて懲戒処分等が課さ

れる場合や、監査法人に対する課徴金納付命令については、審査会による調査審

議は不要とされている。 

 

≪調査審議の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）諸外国の関係機関との協力 

   企業活動や投資活動の国際化に伴い、会計・監査の国際化が進んでお

り、各国の監査監督機関は、国際的な監査の品質の確保・向上に努めて

いる。 

こうした中、監査市場を巡る環境や監査監督機関の活動等に係る情報

共有等を目的として｢監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）｣が設立され、

平成 19 年３月に第１回会合が東京で開催された。その後、平成 19 年９

月、カナダのトロントにおいて第２回会合が、平成 20 年４月にノルウェ

ーのオスロにおいて第３回会合が開催されており、今後とも半年毎に開

催される予定である。 

    このほか、審査会は、各国の監査監督機関等と個別に会合等を実施す

るなど、国際的な監査の品質の向上に向け、各国当局との協力関係の構

築・充実に努めている。 

②意見を聴く 

④意見を表明する 

公認会計士・監査審査会 

③調査審議 

金融庁 

①公認会計士等の懲戒処分等

に関する事件の調査 

⑤ 懲戒処分等の決定 
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第２章 品質管理レビューに対する審査及び検査 

 

１．審査 

 

（１）審査基本方針 
審査会は、平成 19 年６月に策定した「監査の品質の一層の向上のため

に－審査基本方針等－」（以下「審査基本方針等」という。）に基づき、

「これまでに指摘した事項に対する改善の確実な定着」に重点を置き、

「新しい事態への対応」に留意した審査を行うことを基本的な考え方と

して、協会からの品質管理レビューに関する報告を基にその内容を継続

的に審査することとしている。 

 

（２）審査の実施状況 

 

① 審査の対象 

平成 19事務年度の審査の対象は、協会が平成 18年度及び平成 19年

度に実施した品質管理レビューである。 

 

（参考）品質管理レビューに関する報告(月次報告書)の主な内容 

・ 品質管理レビュー報告書 

・ 改善勧告書 

・ 改善勧告書に対する回答書 

・ 品質管理レビュー調書（品質管理レビュー報告書及び改善勧告書を作

成するために収集・作成した一連の資料） 

     

平成 19年度に実施した品質管理レビューの報告の提出状況は次のと

おりである（報告対象監査事務所ベース）。 

 

≪審査会への提出状況≫ 

19 年  20 年   報告書 

提出年月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 合計

報告対象 

監査事務所数 
8 15 26 37 15 29 1 131 

    

② 協会による品質管理レビュー 

協会による品質管理レビューは、大会社等の監査業務を行っている

監査事務所を対象に原則として少なくとも３年に一度は実施すること
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とされており、平成 19 年度は 131 監査事務所（55 監査法人、76 公認

会計士）に対して実施された。 

上記の品質管理レビューに基づき作成され、監査事務所に交付され

た品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の内訳は次のとおりであ

る。 

 

≪品質管理レビュー報告書（平成 19 年度）≫    （監査事務所数） 

区 分 限定事項のない結論 限定事項付き結論 否定的結論 計 

監査法人 40 72.7% 15 27.3% 0 - 55 

公認会計士 58 76.3% 15 19.7% 3 3.9% 76 

合 計 98 74.8% 30 22.9% 3 2.3% 131 

（注１）「限定事項付き結論」は、次の要件１又は要件２のいずれかに該当する相

当程度の懸念が、少なくとも１つは存在する場合に表明される。 

要件１：監査事務所の定めた品質管理のシステムに、品質管理の基準の示す監

査に関する品質管理の目的の実現を阻害するような不備が見受けられ、

そのために監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家とし

ての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生していた。 

要件２：監査事務所の監査実施者及びその他の職員が、監査事務所の定めた品

質管理のシステムを適切に運用していない事実又は品質管理の基準が

求める個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実

が見受けられ、そのために監査事務所が実施した監査業務において職業

的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生して

いた。 

 

（注２）「否定的結論」は、少なくとも「限定事項付き結論」の要件１又は要件２

のいずれかに該当する重大な懸念等が生じており、かつ、個々の監査業務の品

質管理のレビューを実施した結果、監査事務所が実施した監査業務において職

業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な準拠違反がある場

合に表明が検討される。 

 

 

≪改善勧告書（平成 19 年度）≫            （監査事務所数） 

改善勧告事項 
区分 

なし あり 
計 

監査法人 - - 55 100.0% 55 

公認会計士 - - 76 100.0% 76 

計 - - 131 100.0% 131 
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全ての監査事務所に対して改善勧告事項が指摘されているが、審査

会では、改善勧告事項に対するフォローアップ機能の強化のための組

織的な取組を協会に対して求めており、協会では品質管理レビュー制

度の充実に積極的に取り組むこととしている。 

 

（参考）フォローアップ・レビュー 

協会は平成 19 年度において、上場会社監査事務所登録制度の発足に当たり、

上場会社監査事務所部会に登録されているすべての監査事務所を対象として、品質

管理レビュー又はフォローアップ・レビュー（前回の品質管理レビューに対する改善措

置の状況について監査事務所に赴き確認すること）を実施している。平成19年度の

フォローアップ・レビューは、72 監査法人、32 公認会計士の計 104 監査事務所

に対して実施され、49 監査事務所（法人 34、個人 15）に対して改善の不十分な

事項のない確認結果、55 監査事務所（法人 38、個人 17）に対して改善の不十分

な事項のある確認結果が報告されている。 

 

③ 審査会の審査状況 

 

イ 審査の観点 

審査会は、協会からの品質管理レビューの報告を分析し、必要に

応じて協会又は監査事務所に対して報告徴収等を行い、その内容を

検証の上、審査を行っている。審査の観点は次のとおりである。 

・ 協会は、品質管理レビュー手続等の諸規程に則って品質管理レ

ビューを実施しているか。 

・ 監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するため、品質管

理のシステムを適切に整備しているか。 

・ 個々の監査業務が、監査事務所の設けた品質管理のシステムに

準拠して実施されているか。 

 

ロ 報告徴収 

審査の過程では、協会に対し必要に応じて質問を行うこととしており、

さらに、必要がある場合には監査事務所に対して報告徴収を行っている。

平成 18 年度の品質管理レビュー対象である 137 監査事務所に対する

報告徴収の実施状況は以下のとおりである。 
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≪報告徴収の実施状況≫          （平成 20 年６月 30 日現在） 
 

 

 

 

 

 

（注）実施事務所数については、同一の監査事務所に複数回実施している場合も、

１回として集計している。 

 

ハ 重点的検証事項 

審査会の平成 19 事務年度審査基本計画において、「品質管理のシス

テムの整備」、「監査契約の新規の締結及び更新」、「監査業務に係る審

査」を重点的検証事項としている（P44 資料２－１参照）。 

これに基づき、各々の検証事項ごとに複数の監査事務所に対して

横断的に報告徴収を実施している。 

 

(ａ)「品質管理のシステムの整備」に関する報告徴収 

監査の品質管理については、平成 18 年４月１日以後開始する

事業年度に係る監査から新基準等（注１）を適用することが求め

られているが、品質管理のシステム（注２）に係る整備状況を的

確に把握するため、平成 19 年５月、審査会は 24 監査法人（注３）

に対して、品質管理のシステムの整備状況について報告を求め

た。 

 

（注１)公認会計士による監査の品質の向上を図ることを目的として、平

成 17 年 10 月 28 日付で企業会計審議会が「監査に関する品質管理基

準」を設定している。また、これに対応し、平成 18 年３月 30 日付で、

協会が品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管

理」及び監査基準委員会報告書第 32 号「監査業務における品質管理」

等の実務指針を設定している。 
（注２）監査に関する品質管理基準では、「監査事務所は、監査業務の質

を合理的に確保するために、監査契約の新規の締結及び更新から、監

査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る品質管理

のシステムを適切に整備し、運用しなければならない。」と規定され

ており、少なくとも以下の事項に関する方針及び手続からなる品質管

理のシステムを設けなければならないとされている。 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴収 137 57 41.6%

監査法人に対するもの 31 25 80.6%
 

公認会計士に対するもの 106 32 30.2%
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・ 品質管理に関する責任 

・ 職業倫理及び独立性 

・ 監査契約の新規の締結及び更新 

・ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任 

・ 業務の実施 

・ 品質管理のシステムの監視 

（注３）平成 18 年度の協会の品質管理レビューの対象となった 31 監査法

人のうち、検査を実施した３監査法人及び解散した４監査法人を除く

24 の中小規模監査法人。 

 

≪「品質管理のシステムの整備」に関する報告徴収の実施状況≫  

（平成 20 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴収 137 24 17.5%

監査法人に対するもの 31 24 77.4%
 

公認会計士に対するもの 106 - - 

 
      《報告徴収において認められた主な事例》 
 

  品質管理規程については、概ね整備されているものの、次のような事

例が認められる。 

・ 人員不足等の理由から審査規程等が未整備、又は品質管理規程の一

部の規定が未改訂のままとなっている。 
・ 協会公表の中小事務所等施策調査会研究資料第１号「中小監査事務

所向け監査ツール「監査の品質管理規程の例示について」」（以下「中

小監査ツール」という。）の内容が法人の実態に合っていないにも

かかわらず、そのまま利用している（事例多数）。 

 

(ｂ)「監査契約の新規の締結及び更新」に関する報告徴収 

協会の品質管理レビューにおいて、監査契約の新規の締結及び

更新についての指摘が多くの監査事務所に対してなされているこ

とから、平成 19 年 11 月、審査会は７監査事務所（注１）(中小規

模監査法人２、個人５)に対して、監査契約の新規の締結及び更新

に関する手続（注２）の実施状況について報告を求めた。 

 

（注１）平成 18 年度の品質管理レビュー報告書において、協会から監査契約
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の新規の締結及び更新に関して再指摘を受けた８監査事務所及び再々指

摘を受けた２監査事務所のうち、検査を実施した２監査事務所及び解散

した１監査事務所を除く７監査事務所。 

（注２）監査に関する品質管理基準では、「監査事務所は、監査契約の新規

の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を定め、監査事務所の規模

及び組織、当該監査業務に適した能力及び経験を有する監査実施者の確

保の状況、並びに、監査契約の新規の締結及び更新の判断に重要な影響

を及ぼす事項等を勘案し、適切な監査業務を実施することができるかを

判断しなければならない。」と規定されている。また、実務指針（品質管

理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管理」及び監査基

準委員会報告書第 32 号「監査業務における品質管理」）では、監査契約

の新規の締結及び更新について更に詳細に規定されている。 

 

≪「監査契約の新規の締結及び更新」に関する報告徴収の実施状況≫ 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴収 137 7 5.1%

監査法人に対するもの 31 2 6.5%
 

公認会計士に対するもの 106 5 4.7%

 
《報告徴収において認められた主な事例》 

 

  監査契約の新規の締結及び更新については、特に大きな不備はみら

れないものの、個人事務所において次のような事例が認められる。 

・ 中小監査ツールが事務所の実態と合っていないにもかかわらず、

そのまま利用し品質管理規程としている、又は規程を整備してい

ない。 

・ 文書化をしていない理由を「失念」等としているものがあり、文

書化に対する意識が低い。 

 
 (ｃ)「監査業務に係る審査」に関する報告徴収 

監査業務に係る審査については、平成 18 事務年度において重

点的に検証した結果、審査の実施状況等に問題が認められており、

引き続き検証することとしていたことから、平成 19 年 11 月、審

査会は 32 監査事務所（注１）（中小規模監査法人６、個人 26）に

対して、監査業務に係る審査（注２）の実施状況について報告を
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求めた。 

（注１）平成 18 年度の品質管理レビュー報告書において、協会から監査業

務に係る審査に関して限定事項付き結論を表明された 25 監査事務所、

再指摘を受けた７監査事務所及び再々指摘を受けた６監査事務所のう

ち、既に検査を実施した５監査事務所及び解散した１監査事務所を除

く 32 監査事務所。 

（注２）監査基準では、「監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されてい

ることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならな

い。」と規定されている。また、実務指針（品質管理基準委員会報告書

第１号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書第

32 号「監査業務における品質管理」）では、監査業務に係る審査につい

て、更に詳細に規定されている。 

 

≪「監査業務に係る審査」に関する報告徴収の実施状況≫ 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴収 137 32 23.4%

監査法人に対するもの 31 6 19.4%
 

公認会計士に対するもの 106 26 24.5%

 

     《報告徴収において認められた主な事例》 

 

○ 監査法人 

・ 監査業務のうち実査・立会などは判断を伴わないものであるとし、実

査・立会の従事者を当該監査業務の審査担当者としている。 

・ 監査実施中の各段階で適時に審査にかけるべき重要な事項及び審

査資料を具体的に定めていない。 

 

○ 個人事務所 

・ 非上場の証券取引法監査１社のみを監査していることなどを理由とし

て審査に関する方針及び手続を策定していない。 

・ 大会社等以外の監査業務を審査対象としていない。 

・ 監査実施中に問題点が発見された場合、審査を委託している外部の

公認会計士と随時協議を行うとしているものの、協議過程や結果が

文書化されていない。 
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ニ 審議 

審査会は、審議において、 

ⅰ．監査事務所への検査の実施 

ⅱ．行政処分その他の措置について金融庁長官へ勧告 

ⅲ．現時点においては、検査又は勧告を行わない（協会に対する

改善要請等を行うものを含む） 

について判断する。 

平成 18 年度品質管理レビュー（対象：137 監査事務所）及び平成

19 年度品質管理レビュー（対象：131 監査事務所）の審議状況は以

下のとおりである。 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

 

審 議 状 況 
平成 18 年度 

品質管理レビュー 

平成 19 年度 

品質管理レビュー

ⅰ. 監査事務所への検査の実施を決したもの 

ⅱ. ⅰの結果、行政処分その他の措置について

金融庁長官への勧告を決したもの 

ⅲ. 現時点においては、検査又は勧告を行わな

いもの（協会に対する改善要請等を行うものを

含む） 

ⅳ.現在、事務局で精査中であり、今後審査会に

処理方針を諮る予定のもの 

11 

6 

 

126 

 

 

0 

1  

0  

0 

130  

審 議 対 象 監 査 事 務 所 数 137 131 
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２．検査 

 

（１）検査基本方針 

検査は、協会による品質管理レビュー制度の運営の適切性、監査事務所

における品質管理のシステムの整備及び運用並びに監査業務の適切性につ

いての審査結果を踏まえ、協会による品質管理レビューが十分であるか

どうか確認する必要が認められる場合、監査事務所の業務管理体制が有

効に機能しているかどうか確認する必要が認められる場合など、必要かつ

適当と認めるときに実施することとしている。 

 

（２）検査の実施状況 

平成 19事務年度において審査会は、「平成19事務年度の審査基本計画

及び検査基本計画」（P44 資料２－１参照）に基づき、11 監査事務所に対

して検査を実施した。 

 
 
３．金融庁長官に対する勧告 

審査会は、平成 19 事務年度に実施した検査の結果、下記の監査法人の運営

が著しく不当と認められたので、金融庁長官に対して、公認会計士法第 41 条

の２の規定に基づき、行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。なお、金

融庁長官は、審査会からの勧告を踏まえ、各監査法人に対して、同法第 34 条

の 21 第１項の規定に基づく指示等を行った（P46～51 資料２－２～６参照）。 

 

（注）福北監査法人及び監査法人夏目事務所については、法令に違反する行為が認

められたことから、業務改善指示とともに戒告が行われている。 

 

 

 

 

 

監査法人  勧  告 業務改善指示等 

なごみ監査法人 平成 19年 10月 25日 平成 19 年 11 月 ６日 

ＫＤＡ監査法人 平成20年 ２月 ７日 平成 20 年 ２月 22 日 

六本木監査法人 平成20年 ３月 ５日 平成 20 年 ３月 18 日 

福北監査法人 平成 20年 ３月 28日 平成 20 年 ４月 18 日（注） 

監査法人夏目事務所 平成 20年 ４月 16日 平成 20 年 ４月 30 日（注） 
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４．「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」の公表 

 審査会は、平成16年４月の発足以降、監査の質の確保・向上に資すると考

えられる場合には、審査及び検査の結果を取りまとめて、関係者等に示して

きた。 

平成19事務年度においては、これまでに行った検査において指摘した事項

の中から、監査事務所による監査の質の向上を図るための自主的な取組を促

す観点から有益と思われる事例を「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」

として取りまとめ、平成 20 年２月に公表した（P52 資料２－７参照）。 

この事例集では、平成 16 年４月の発足から平成 20 年２月までに検査を行

った合計 30 件を対象とし、監査事務所の規模にかかわらず、監査の品質管理

に関する問題点を幅広く掲載している。今後は、事務年度ごとに同事例集の

内容を見直し、必要に応じて掲載事例の追加及び削除を行っていく。 

なお、平成 20 年６月より、協会の各地域会で説明会を開催し、同事例集に

対する理解の浸透を図るとともに、監査事務所における品質管理の重要性に

ついて周知徹底を図っている。 

 

５．審査基本方針等の改正 

 

（１）「監査の品質の一層の向上のために－審査基本方針等－」の改正 

審査会は、平成 20 年４月１日の改正公認会計士法施行などを踏まえ、

外国監査法人等に対する対応についての記載の追加など審査基本方針等

の一部見直しを行い、平成 20 年６月 30 日に公表した（P84 資料２－８参

照）。 

 

（２）「平成 20 事務年度の審査基本計画及び検査基本計画」の策定 

審査会は、上記の審査基本方針等を踏まえ、「平成 20 事務年度の審査

基本計画及び検査基本計画」を策定し、平成 20 年６月 30 日に公表した

（P89 資料２－９参照）。 

    審査基本計画では、特に個人事務所における品質管理のシステムの整

備状況及び監査法人における業務の品質管理の監視について重点的に検

証することとし、また、協会の上場会社監査事務所登録制度等の運営状

況についても検証することとしている。 

検査基本計画では、大規模監査法人等及び中小規模監査事務所につい

て、必要に応じて検査を実施することとしている。 
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（３）「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正 

    審査会は、平成20年４月１日に施行された改正公認会計士法において、

監査事務所が品質管理レビューを受けていないこと又は協力することを

拒否していること等により協会が報告を行っていない場合についても検

査を実施することが可能となったこと等を受け、平成 19 年６月 29 日に

公表した「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」

について、所要の改正を行った。 

改正後の基本指針は、平成 20 年６月２日から施行し、同日以降予告す

る（無予告の場合は、立入検査に着手する）検査について適用している

（P91 資料２－10 参照）。 

    なお、外国監査法人等については、下記（４）に述べるとおり、本基   

本指針とは別途検査方針について検討を進めることとしている。 

 

（４）外国監査法人等に対する対応 

平成 20 年４月１日に施行された改正公認会計士法では、発行する証券

が日本市場で広く流通している外国会社等に監査証明業務を提供する外

国監査法人等に対して、金融庁へ届出を求めるとともに、公益又は投資

者保護のため必要かつ適当であると認められる場合に金融庁及び審査会

は外国監査法人等に対して報告徴収及び検査を行うことができることと

されている。 

審査会は、今後の外国監査法人等の金融庁への届出状況や外国監督当

局との協力関係の進展状況などを踏まえつつ、外国監査法人等に対する

検査方針について検討を進め、適切な時期に公表することとした（P102

資料２－11 参照）。 
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第３章 公認会計士試験の実施 

   

１．公認会計士試験制度等 

 

（１）公認会計士試験制度の概要（P103 資料３－１参照）  

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びそ  

の応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、短答式試験

（マークシート方式）及び論文式試験により実施している。 

 

（注）試験は、北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、

福岡県、熊本県、沖縄県その他審査会の指定する場所において実施している。 

 

① 試験科目 

イ 短答式試験：必須科目４科目 

        財務会計論、管理会計論、監査論、企業法 

 

    ロ 論文式試験：必須科目４科目 

            会計学、監査論、企業法、租税法 

           ：選択科目（以下の４科目のうち１科目） 

            経営学、経済学、民法、統計学 

 

② 試験科目の一部免除等 

イ 短答式試験 

  短答式試験合格者は、合格後２年間、申請により短答式試験が免

除される。 

また、大学等において３年以上商学又は法律学に属する科目の教

授若しくは准教授であった者、司法試験等合格者は、申請により短

答式試験が免除され、実務経験者や会計専門職大学院修了者などに

ついても、申請により試験科目の一部が免除される。 

  

 ロ 論文式試験  

論文式試験の一部において、審査会が相当と認める成績を得た者 

は、資格取得後２年間、申請により論文式試験の当該科目が免除さ

れる（下記③ハ参照）。 

また、大学等において３年以上商学又は法律学に属する科目の教

授若しくは准教授であった者や、司法試験等合格者などについても、
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申請により試験科目の一部が免除される。 

 

③ 合格基準等 

イ 短答式試験 

総点数の 70％を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を合

格基準とする（ただし、１科目につき、その満点の 40％に満たない

もののある者は、不合格となることがある。）。 

 

ロ 論文式試験 

   52％の得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を

合格基準とする（ただし、１科目につき、その得点比率が 40％に満

たないもののある者は、不合格となることがある。）。なお、論文式試

験は、複数の試験委員により採点（ダブルチェック）しており、試験

委員間及び試験科目間の採点格差の調整は、標準偏差により実施する。 

 

ハ 論文式試験の一部科目免除基準 

   試験科目のうち一部の科目について、同一の回の公認会計士試験

論文式試験合格者の平均得点比率を基準として、審査会が相当と認め

た得点比率以上を得た者を期限付き科目免除資格取得者とする（当該

科目については、合格発表日から起算して２年を経過する日までに行

われる論文式試験が、申請により免除される。）。 

（参考）平成 19 年試験論文式試験で相当と認めた得点比率は 55.2％ 

 

 

（参考）平成 15 年改正公認会計士法による試験制度の見直し（P104 資料３－２参照） 

公認会計士法の一部を改正する法律が平成 15 年５月に成立し、公認会計士試験制度

の大幅な見直し等が行われた。 

具体的には、公認会計士試験の質を確保しつつ多様な人材を提供していくため、試

験体系の簡素化、試験科目の見直し、試験の一部免除の拡大、実務経験の位置付けの

変更などを内容とする見直しが行われ、新たな制度による公認会計士試験が平成 18 年

から実施されることとされた。 

なお、旧試験制度の下での会計士補等については、一定の経過措置が設けられている。     
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（２）公認会計士試験の実施面での改善 

近年の会計監査の重要性の高まりや、公認会計士の果たす役割の拡大等

に伴い、試験制度の趣旨をより実現し、多様な人々にとって同試験がより

魅力的なものとなり、多くの人々が同試験に挑戦することとなるよう、公

認会計士試験実施検討小委員会の下に公認会計士試験実施検討グループ

を設け、平成 19 年７月から 10 月にかけて４回にわたり、試験実施面での

改善に向けた検討が行われた。 

     審査会は、同検討グループからの検討状況の経過報告を踏まえ、平成 19

年９月６日に「公認会計士試験実施の改善について（中間報告）」を公表

した。その後、同検討グループの検討結果のとりまとめの報告を受け、同

年 10 月 25 日に「公認会計士試験実施の改善について」を公表し、同報告

を踏まえ、平成 20 年試験より公認会計士試験実施の改善を順次図ってい

る（P105 資料３－３参照）。 

  

  《主な改善策》 

   

短答式試験 

<平成 20 年試験より実施済み> 

・基本的な問題を幅広く出題し、問題文・選択肢は簡素化する。 

・従来の２週間の週末にわたる２日間の実施日程を短縮し、週末１日の試 

験とする。 

<平成 22 年試験より実施>  

・短答式試験を年２回実施する。 

論文式試験 

<平成 20 年試験より実施> 

・思考力、応用能力、論述力等を問う問題とし、出題範囲を短答式試験より

絞り込む。 

・従来の企業法、民法の２科目のほかに、新たに会計学、監査論、租税法の

３科目についても、法令基準等を受験時に配布した上で試験を実施する。

・従来の平日３日間の実施日程を、例えば、金土日といった連続する平日１

日、週末２日の試験とする。 
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（３）その他 

① 不正受験者の受験禁止期間に関する処分基準の公表 

不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対する受験

禁止期間に関する処分基準を具体化・明確化するため、「公認会計士法第

13 条の２に規定する受験禁止期間に関する処分基準（案）」を、平成 20

年４月４日から５月３日までの１ヶ月間、パブリックコメントに付し、

広く意見の募集を行った。 

パブリックコメントの結果寄せられた２名の意見に対する審査会の考

え方及び受験禁止期間に関する処分基準については５月19日に公表を行

い、平成 20 年試験から適用することとした（P123 資料３－４参照）。 

 

② 公認会計士試験Ｑ＆Ａの更新 

 平成 17 年７月に作成・公表した公認会計士試験Ｑ＆Ａについては、随

時更新しているところであるが、公認会計士試験の実施の改善や平成 20

年試験からの短答式試験の変更点の説明等を盛り込んだ大幅な更新を平

成 20 年２月 25 日に行った。 

 

２．公認会計士試験の実施状況 

 

（１）平成 19 年公認会計士試験 

   平成 19年公認会計士試験のスケジュール及び実施状況は以下のとおり。 

 

《平成 19 年公認会計士試験実施スケジュール》 

 

区 分 
試験委員 

発  令 

願書受付 

開  始 

願書受付 

締  切 
試験期日 合格者発表 

短 答 式 
19 年 5 月 27 日 

・ 6 月 3 日 
19 年 6 月 28 日 

論 文 式 

18 年 12 月 13 日 19 年 2 月 19 日 19 年 3 月 2 日
19 年 8 月 21 日 

～ 23 日 
19 年 11 月 19 日
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≪平成 19 年公認会計士試験結果の概要≫ 

 

    

区   分. 
平成 19 年 

試験 
短答式試験 

受験者等 

旧第２次試験合

格者等短答式試

験みなし合格者

（参考）

平成 18 年

試験 
短答式試験 

受験者等 

旧第２次試験合

格者等短答式試

験みなし合格者

願書提出者総数（a)  20,926 人 18,220 人 2,706 人 20,796 人 16,311 人 4,485 人 

 短答式試験受験者等  18,220 人 18,220 人 － 16,311 人 16,311 人 － 

  短答式試験受験者 14,608 人 14,608 人 16,210 人 16,210 人 

    (18,140 人) (18,140 人)
－ 

  
－ 

 短答式試験合格者等  6,321 人 6,321 人 － 5,132 人 5,132 人 － 

  短答式試験合格者 2,709 人 2,709 人 5,031 人 5,031 人 

    (6,241 人) (6,241 人)
－ 

  
－ 

 論文式試験受験者   9,026 人 6,320 人 2,706 人 9,617 人 5,132 人 4,485 人 

 最終合格者（b)  4,041 人 2,695 人 1,346 人 3,108 人 1,372 人 1,736 人 

 合格率（b/a)  19.3％ 14.8％ 49.7％ 14.9％ 8.4％ 38.7％ 

（注１） 「短答式試験受験者等」、「短答式試験合格者等」には、短答式試験受験者又は短答式試験

合格者のほか、平成 18 年の短答式試験合格による短答式試験免除者及び大学教授や司法試

験合格者等の短答式試験免除者を含む。 

（注２） 「短答式試験受験者」の（ ）内の数値は、平成 19 年短答式試験受験者に、平成 18 年の短

答式試験合格による短答式試験免除者を加えたもの。 

（注３） 「短答式試験合格者」の表中（ ）内の数値は、平成 19 年短答式試験合格者に、平成 18 年

の短答式試験合格による短答式試験免除者を加えたもの。 

 

① 願書提出者 

平成19年公認会計士試験受験願書提出者総数は、20,926人となって

いる。このうち、旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者

（2,706 人）を除く受験願書提出者は 18,220 人であり、前年の 16,311

人に比べ 1,909 人（11.7％）の増となっている。 

 

   ② 短答式試験  

     短答式試験は、受験願書提出者総数（20,926 人）から旧第２次試験

合格者等の短答式試験みなし合格者（2,706 人）、平成 18 年の短答式

試験合格者で本年の短答式試験を免除された者（3,532 人）及び大学教

授、司法試験合格者等の免除者（80 人）を除く 14,608 人が受験し、合

格者は 2,709 人となった。 

当該合格者に、平成 18 年の短答式試験合格者で本年の短答式試験を
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免除された者 (3,532 人)を加えた短答式試験通過者は、6,241 人とな

り、前年に比べ 1,210 人（24.1％）の増となっている（P124 資料３－

５参照）。 

（参考）平成 19 年短答式試験の合格基準は、総点数の 65％（ただし、試験科目の

うち満点の 40％に満たないものがある場合は不合格） 

 

③ 論文式試験 

論文式試験は、短答式試験通過者（6,241 人）に旧第２次試験合格者

等の短答式試験みなし合格者（2,706 人）及び大学教授、司法試験合格

者等の免除者（80 人）を加えた 9,026 人（注）が受験し、最終合格者は

4,041 人となった。このうち旧第２次試験合格者等の短答式試験みな

し合格者を除いた者は 2,695 人であり、前年と比べ 1,323 人（96.4％）

の増となった。 

なお、女性の最終合格者は、701 人（構成比 17.3％）となっており、

前年に比べ 82 人増加した（P130 資料３－６参照）。 

（注）9,027 人から不正受験者１名を除いた人数。 

（参考１）平成 19 年論文式試験の合格基準は、51.0％の得点比率（ただし、試験

科目のうち１科目につき 40％未満の得点比率がある場合は不合格） 

（参考２）最終合格者の年齢別では、30 歳未満が全体の 74.4％を占め、平均年齢

は 27.4 歳であった。なお、最高年齢は 60 歳、最低年齢は 19 歳であった。 

また、最終合格者の職業別では、「会計士補」が 1,302 人（構成比 32.3％）、

「専修学校・各種学校受講生」が 862 人（構成比 21.3％）、大学生などの「学

生」が 722 人（構成比 17.9％）となっている。なお、会社員は 82 人（構成比

2.0％）と少数であるものの、前年に比べ 29 人（54.7％）の増となっている。 

 

（２）平成 20 年公認会計士試験 

   平成 20年公認会計士試験のスケジュール及び実施状況は以下のとおり。 

 

《平成 20 年公認会計士試験実施スケジュール》 

 

区 分 
試験委員 

発  令 

願書受付 

開  始 

願書受付 

締  切 
試験期日 合格者発表 

短 答 式 20 年 5 月 25 日 20 年 6 月 27 日

論 文 式 

19 年 12 月 12 日 20 年 2 月 18 日 20 年 2 月 29 日
20 年 8 月 22 日 

     ～ 24 日 

20 年 11 月 18 日

（予定） 
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≪平成 20 年公認会計士試験短答式試験結果の概要≫ 

 

    

区   分. 
平成 20 年 

試験 
短答式試験 

受験者等 

旧第２次試験合

格者等短答式試

験みなし合格者

（参考） 

平成 19 年 

試験 
短答式試験 

受験者等 

旧第２次試験合

格者等短答式試

験みなし合格者

願書提出者総数（a)  21,168 人 19,736 人  1,432 人 20,926 人 18,220 人 2,706 人 

 短答式試験受験者等  19,736 人 19,736 人 － 18,220 人 18,220 人 － 

   短答式試験受験者 16,217 人 16,217 人 14,608 人 14,608 人 

     （19,635 人） （19,635 人）
－ 

(18,140 人) (18,140 人) 
－ 

 短答式試験合格者等  7,034 人 7,034 人 － 6,321 人 6,321 人 － 

   短答式試験合格者 3,515 人 3,515 人 2,709 人 2,709 人 

     （6,933 人） （6,933 人）
－ 

(6,241 人) (6,241 人) 
－ 

 論文式試験受験予定者 8,463 人 7,034 人 1,429 人 9,027 人 6,321 人 2,706 人 

 

（注１） 「短答式試験受験者等」、「短答式試験合格者等」には、短答式試験受験者又は短答式試験

合格者のほか、平成 18 年及び平成 19 年の短答式試験合格による短答式試験免除者及び大

学教授や司法試験合格者等の短答式試験免除者を含む。 

（注２） 「短答式試験受験者」の（ ）内の数値は、当年の短答式試験受験者に、前年及び前々年の

短答式試験合格による短答式試験免除者を加えたもの。 

（注３） 「短答式試験合格者」の表中（ ）内の数値は、当年の短答式試験合格者に、前年及び前々

年の短答式試験合格による短答式試験免除者を加えたもの。 

（注４） 「論文式試験受験予定者」は、短答式試験合格者等に旧第２次試験合格者等短答式試験

みなし合格者を加え、全科目免除者３人（平成 20 年公認会計士試験において、全科目につい

て試験免除の資格を有することとなった者）を除いたもの。 

 

① 願書提出者 

   平成20年公認会計士試験受験願書提出者総数は、21,168人となってい

る。このうち、旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者（1,432

人）を除く受験願書提出者は 19,736 人であり、前年の 18,220 人に比べ

1,516 人（8.3％）の増となっている。 

 

② 短答式試験 

短答式試験は、受験願書提出者総数（21,168 人）から旧第２次試験合

格者等の短答式試験みなし合格者（1,432 人）、平成 18 年及び平成 19 年

の短答式試験合格者で本年の短答式試験を免除された者（3,418 人）及び

大学教授、司法試験合格者等の免除者（101 人）を除く 16,217 人が受験
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し、合格者は、3,515 人となった。 

当該合格者に、平成 18 年及び平成 19 年の短答式試験合格者で、本年

の短答式試験が免除された者（3,418 人）を加えた短答式試験通過者は、

6,933 人となり、前年に比べ 692 人（11.1％）の増となっている。 

短答式試験通過者に、旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格

者（1,429 人）及び大学教授、司法試験合格者等の免除者（101 人）を加

えた論文式試験受験予定者は 8,463 人となっている（P136 資料３－７参

照）。 

（参考）平成 20 年短答式試験の合格基準は、総点数の 65％（ただし、試験科目の

うち満点の 40％に満たないものがある場合は不合格） 
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第４章 公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

 

平成 19 事務年度において、審査会で調査審議を行った事案は２件であり、

その概要はそれぞれ以下のとおりである。 

 

≪審査会における審議状況≫ 

第 101 回審査会 （H19.11.20）
ビーエー東京監査法人及び公認会計士

２名 

第 111 回審査会 （H20.４.４） 公認会計士１名 

 

事案１ 

第 101 回審査会（平成 19 年 11 月 20 日開催）において、サンビシ株式会社

が作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明を行ったビーエ

ー東京監査法人及び監査法人の業務を執行する社員として監査証明を行った

公認会計士２名に対する懲戒処分等に関し、調査審議を行い、金融庁長官の

判断について意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 19年 11月 22 日に当該監査

法人及び公認会計士に対して懲戒処分等を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》及び《事案の概要》は以下のとおりで

ある（金融庁の公表資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

 

サンビシ株式会社（以下「サンビシ」とする。）が作成した財務書類について、証券

取引法に基づく監査証明を行ったビーエー東京監査法人及び監査法人の業務を執行す

る社員（以下「業務執行社員」とする。）として監査証明を行った公認会計士に対し、

本日（平成 19 年 11 月 22 日）、下記の処分を行った。 

 

記 

１．監査法人 

（１）処分対象 

ビーエー東京監査法人 

（所在地：東京都港区赤坂七丁目３番 37 号プラース・カナダ３階） 

（２）処分内容 

     業務の一部の停止１ヶ月（契約の新規の締結に関する業務の停止） 

     （平成 19 年 11 月 29 日から平成 19 年 12 月 28 日まで） 
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《事案の概要》 

 

サンビシは、グループ会社の株主の名義を偽装するなどの方法により、本来連結す

べき子会社を連結せず、子会社がないので連結財務諸表を作成していないとする重大

な虚偽又は脱漏のある財務書類を添付した有価証券報告書を東海財務局へ提出した。 

本財務書類に関し、当該業務執行社員の行った証券取引法に基づく監査証明につい

ては、以下の問題が認められた。 

① 公認会計士１名は、過年度に行ったサンビシに関する連結の判断のみに依拠し、関

係会社に対する調査を行わなかったことから、子会社間の株式持合等を考慮すれば、

有限会社サンビシエイ・エム・エスが子会社に該当する要件を満たしているというこ

とに気が付かず、連結の必要性の検討を行わなかった。 

また、平成16年12月に当該持合関係に気が付いたものの、サンビシより持合関係

を解消させる等の説明があったことにより、当該有限会社を連結しないことを容認

し、サンビシの同社に対する実質的な支配力の検討を怠った。 

さらに、監査調書の査閲を怠り、監査補助者が、サンビシと関係会社間の貸付金

について、通常の取引関係では考えられない取引が行われている旨の指摘を行って

いたことに気が付かず、サンビシの関係会社に対する実質的な支配力の検討を行わ

なかった。 

 

（３）処分理由 

ビーエー東京監査法人については、サンビシの平成 15 年３月期から平成 17

年３月期までの財務書類に係る監査において、同監査法人の業務執行社員が、

相当の注意を怠り、重大な虚偽又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽及び脱漏

のないものとして証明した。 

 

２．公認会計士 

（１）処分対象 

    公認会計士 ２名 

（２）処分内容 

業務停止６ヶ月（平成 19 年 11 月 29 日から平成 20 年５月 28 日まで） 

（３）処分理由 

上記２名は、サンビシの平成 15 年３月期から平成 17 年３月期までの財務書

類に係る監査において相当の注意を怠り、重大な虚偽又は脱漏のある財務書類

を重大な虚偽及び脱漏のないものとして証明した。 
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事案２ 

第 111 回審査会（平成 20 年４月４日開催）において、新日本監査法人に在

籍していた公認会計士１名に対する懲戒処分に関し、調査審議を行い、金融

庁長官の判断について意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成20年４月９日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》は以下のとおりである（金融庁の公表

資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

 

② 公認会計士１名は、各担当者が監査調書に記載した指摘事項を取りまとめるのみ

で、自らはその内容についての判断を行っていなかったことから、上記のとおり、も

う一方の業務執行社員が連結に関する判断を行っていないことに気が付かず、自らも

連結の範囲の判定を行わないまま監査意見を表明した。 

また、監査補助者の指摘について、もう一方の業務執行社員と協議をしなかった

ため、期末の貸付金残高に影響がないため問題がないと判断し、法人の審査会へ指

摘事項を付議せず、自らも連結の範囲の判定を行わないまま監査意見を表明した。 

新日本監査法人に在籍していた公認会計士が行った下記の行為について、公認会計

士法に違反すると認められたことから、本日（平成 20 年４月９日）、同法第 31 条の規

定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。 

 

記 

○公認会計士 

（１）処分内容 

業務停止１年６ヶ月（平成 20 年４月 16 日から平成 21 年 10 月 15 日まで） 

（２）処分理由 

同公認会計士は、株式会社イーコンテクスト株式及び株式会社マーベラスエン

ターテイメント株式について、監査で知り得た秘密を利用し、証券取引法で禁止

されているインサイダー取引を行った。 

この行為は、公認会計士法第 26 条に規定する信用失墜行為の禁止、及び同第

27 条に規定する秘密を守る義務に違反すると認められる。 

 

   なお、新日本監査法人に対し、法令遵守及び教育研修体制を含む監査法人の運営に

関する改善策について、公認会計士法第 49 条の３第１項に規定する報告徴収を併せ

て行っています。 
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第５章 諸外国の関係機関との協力  

 

１．多国間における協力 

（１）概要 

米国における一連の企業会計不正事件を契機として世界各国で監査監

督機関が設立された後、監査監督機関相互の情報交換等を目的として、

非公式に「監査監督機関会議」が開催されてきたが、平成 18 年９月に行

われた第５回会議において同会議を発展的に解消することとし、新たに

公式の常設の会合として「監査監督機関国際フォーラム （International 

Forum of Independent Audit Regulators :IFIAR
イフィアール

）」を設立することが合意さ

れた。 

同フォーラムは、監査市場を巡る環境や監査監督機関の活動等に係る

情報共有、監査監督活動における協調関係の促進、他の国際機関との連

携拠点の提供を活動内容とし、平成19年３月、審査会の主催により第１

回会合が東京で開かれて以降、年２回本会合が開催されている。また、

各国検査官によるワークショップも開催するなど、積極的な活動を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 （２）IFIAR 第２回会合 

        平成 19 年９月 24 日及び 25 日に、カナダの監査監督機関である CPAB

（Canadian Public Accountability Board)の主催により、トロントにて

開催され、審査会からは金子会長等が参加した。 
会合には、21 カ国（注１）の監査監督機関が出席したほか、６国際機関

（注２）がオブザーバーとして参加した。 

会合では、豪証券投資委員会（ASIC）委員ジェフリー・ルーシー議長の下

意見交換が行われ、次期議長にポール・ボイル英財務報告評議会（FRC）

CEO、副議長にスティーブン・マイヨール蘭金融市場庁（AFM）事務局長が選

出された。 

また、参加者から最近の市場動向への監査規制当局の対応や、監査の

質の向上における検査の役割について意見交換が行われ、我が国からは

平成19年６月に公表した３大監査法人の検査の概要等について説明した

（P142、143 資料４－１、４－２参照）。 

 

≪これまでの監査監督機関国際フォーラム開催実績≫ 

・ 第１回 平成 19 年３月 22、23 日 東京 

・ 第２回 平成 19 年９月 24、25 日 トロント 

・ 第３回 平成 20 年４月９～11 日 オスロ 

－ 30 －



  

（注１）オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、

シンガポール、南アフリカ、スリランカ、スウェーデン、スイス、英国、米国 

（注２）バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、欧州委員会（EC）、金融安定化フォーラム（FSF）、

保険監督者国際機構(IAIS）、証券監督者国際機構（IOSCO）、公益監視委員会（PIOB） 

 

（３）IFIAR 第３回会合 

平成 20 年４月９日から 11 日まで、ノルウェー金融監督庁

（Kredittilsynet）の主催により、オスロにて開催され、審査会からは

金子会長及び脇田委員等が参加した。 

    会合には、22 カ国（注１）の監査監督機関が出席したほか、６国際機関

（注２）がオブザーバーとして参加した。 

会合では、２カ国（ルクセンブルク、モーリシャス）の監査監督機関

が新たな IFIAR メンバーとして承認された。 

    また、IFIAR の今後の役割と組織について話し合うとともに、監査の品

質、外国監査事務所の登録及び届出、監査監督機関間の情報交換等につ

いて議論が行われた。また、国際的な６大ネットワークのうち３法人（注

３）の代表が参加し、グローバル組織の品質モニタリング制度について意

見交換が行われた。我が国からは、平成 20 年２月に公表した検査指摘事

例集等について説明した（P146、147 資料４－３、４－４参照）。 

    次回会合は、南アフリカ監査人独立監督委員会（IRBA）の主催により、

平成 20 年９月にケープタウンで開催予定である。 

   

（注１）オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィン

ランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オラン

ダ、ノルウェー、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スウ

ェーデン、スイス、英国、米国 

（注２）バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、欧州委員会（EC）、保険監督者国際機構(IAIS）、

証券監督者国際機構（IOSCO）、公益監視委員会（PIOB）、世界銀行(WB) 

（注３）アーンスト・アンド・ヤング、グランド・ソントン及びプライスウォータ

ーハウスクーパース 

 

（４）IFIAR 検査ワークショップ 

監査に対する検査は、IFIAR の中核を成す活動の一つであることから、

検査の技術及び経験について共有する機会を提供するため、IFIAR メンバ

ーの検査官レベルの会合である検査ワークショップが開催されている。
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平成 20 年１月 29 日及び 30 日には、第２回検査ワークショップがベルリ

ンで開催された。 

当会合には全 20 カ国が参加し、監査事務所全般の検査、個別監査業務

の選定・レビュー等について意見交換が行われた。我が国からも審査会

の検査官が参加し、監査契約の新規締結や検査発見事項に関するコミュ

ニケーションについて、これまでの検査における経験の紹介を行った

（P150 資料４－５参照）。 

 

 （５）PCAOB 国際監査人監督インスティテュート 

  PCAOB国際監査人監督インスティテュートは、平成19年より、米PCAOB  

（Public Company Accounting Oversight Board）の主催で開催されてい

る監査監督機関や、監査監督機関設立予定国の政府機関の間での意見交

換を主とした会合であり、各国の監督機関と監査検査の問題等に関して

議論が行われている。 

平成20年５月に第２回会合がワシントンで開催され、約50カ国が参加         

した。我が国からも審査会の検査官が参加し、検査発見事項や監査人監

督モデルについてのパネル・ディスカッション等を行った。 

 

２．その他の協力 

審査会は、国際会議の場以外に二国間ベースでも各国の監査監督機関等と

の意見交換等を随時行い、積極的な情報交換に努めている。 

特に平成19事務年度においては、平成20年４月から改正公認会計士法が施

行され、外国監査法人等の届出制度等が導入されたことを踏まえ、金融庁と

ともに、同制度の実施のあり方等について各国当局と意見交換を実施した。 

また、こうした意見交換等を踏まえ、平成20年３月、米PCAOBによる規則4012

条の実施に関する指針(案)（注）に対して、金融庁とともにコメント･レター

を発出した（P151資料４－６参照）。 

               

（注）規則 4012 条（登録外国監査事務所の検査）は、PCAOB に登録する外国監査事務所について、

PCAOB が外国当局による検査に依拠する程度を決定する要件を定めたもの。本指針(案)では、こ

の要件のそれぞれについて詳細な検討事項が定められている.。 

－ 32 －



  

 

 
 
審査会は、従来からホームページ等を通じて情報の発信に取り組んできまし

たが、公認会計士試験に関する情報提供や、監査の品質の一層の向上に資する

ため、次のとおり、これまで以上に積極的な情報発信に努めています。 

 

○ 講演会等の実施 

 公認会計士に対する質の確保と量的拡大が要請される中、より多くの多様な

人々が公認会計士試験に挑戦するよう、同試験の広報の一層の強化を図っています。 

現在、金子会長及び脇田委員等が全国の大学等で、公認会計士試験制度や試

験実施の改善、公認会計士の役割や魅力について説明する講演会を開催してい

ます。 

また、女性に対して公認会計士試験等に対する関心を深めてもらうため、女

子大や女子高でも講演会を行っています。このような講演会を、平成 19 事務年

度においては 13 大学等で実施しました（開催状況は資料５－１参照）。 

 

また、監査の品質の維持・向上を図るため、協会の地域会や監査法人におい

て、審査会の審査及び検査に関する業務についての説明会を実施しています。 

特に、平成 20 年２月に公表した「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」

について、同年６月より、全国の協会地域会で説明会を開催しています。 

事例集には、これまでの検査における指摘事項の中から、監査事務所の品質

管理の向上を図る上で参照することが有益であると考えられる主なものを掲載

していますが、説明会では、特に品質管理面を中心に、指摘に至った経緯や留

意点等について、審査会検査の目的や実施手続き、検査における国際的な視点

とともに解説しています。 

 

○ ホームページの充実 

 こうした講演会等については、開催予定や講演の内容等をホームページに掲

載し、より多くの人が情報にアクセスできるようにしています。 

 また、平成 19 事務年度については、利用者の方が必要とする情報に、より容

易にアクセスできるよう、トップページのデザインや各メニューページの構成

変更等、審査会ホームページの改訂を行いました。 

(http://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html) 

 

 

トピック 情報発信の取組み 
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